
 

船舶事故調査報告書 

令和６年５月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和５年１１月２６日 １４時００分ごろ 

発生場所 長崎県長崎市高
たか

島北西方沖 

肥前
ひ ぜ ん

高島港南防波堤灯台から真方位３２６°１,４８０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°４０.１′ 東経１２９°４５.０′） 

事故の概要  プレジャーボート智
とも

栄
え

丸は、北東進中、浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和５年１２月５日、主管調査官（長崎事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 智栄丸、４.４トン 

 ＮＳ３－４０７１２１（漁船登録番号）、個人所有 

 第２９２－２３９００号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 船底外板に破口を伴う擦過傷、舵及びプロペラに曲損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北西、風速 約２～３m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期、潮高 約９５cm（長崎） 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者２人を乗せ、釣りの目的

で、長崎市長崎港第１区の係留場所を出航し、高島南西方沖の釣り場

で釣りを行った後、帰途につき、約１５ノットの対地速力で、手動操

舵により航行していた。 

船長は、ＧＰＳプロッターを作動させて画面表示を広域表示である

１.５海里（Ｍ）とし、操舵室右舷側にある操縦席に腰を掛け、同乗

者２人を後部甲板に置いた椅子及び小物入れ（小型コンテナ）にそれ

ぞれ腰を掛けさせていた。 

船長は、高島北西方沖に数隻の釣り船（以下「釣り船群」とい

う。）を視認し、釣り船群と高島との間の海域（以下「本件海域」と

いう。）の幅が約３００ｍあったので、ふだんよりも高島側に近寄っ

ても本件海域を安全に航行できると思った。 

本船は、船長がいつものようにＧＰＳプロッターの画面表示を広域

表示としたまま、ふだんよりも高島側に近寄って北東進していたとこ

ろ、高島北西方沖に拡延している浅所（以下「本件浅所」という。）

に乗り揚げた。 

船長は、携帯電話で１１８番通報を行った。 

本船は、来援した巡視船に横抱きされて長崎市内の造船所に移送さ

れた。 

本船の喫水は、船首が約０.４ｍで、船尾が約１.５ｍであった。 



 

船長は、本船で月に３～４回釣りに出掛けており、高島北西方沖を

航行した経験が豊富であり、ふだん高島西岸沖を航行する際、同島の

陸岸から約３００ｍ離して航行していた。 

本船のＧＰＳプロッターは、本件浅所が広域表示の１Ｍ又は１.５

Ｍレンジでは表示されず、詳細表示の０.２５Ｍレンジでは表示され

る。 

船長は、釣りに出掛ける際、事前に海図等で水路調査を行っておら

ず、また、手元に海図を所持していない状況の中、ふだんよりも高島

側に近寄って航行する際、本船のＧＰＳプロッターの画面表示を広域

表示から詳細表示に切り替えなかったので、本件浅所の存在に気付か

なかったと本事故後に思った。 

船長は、釣り船群の西方沖を航行しても所要時間が約５～６分長く

なるだけなので、釣り船群の西方沖を大回りしていれば良かったと本

事故後に思った。 

船長は、事前に航行する海域の海図を購入し、本船に備え付けてお

けば良かったと本事故後に思った。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

分析 

 

本船は、本件海域を北東進中、船長が、本件海域の幅が約３００ｍ

あり、ふだんよりも高島側に近寄っても本件海域を安全に航行できる

と思い、本件浅所の拡延状況を把握せずに高島側に近寄って航行した

ことから、本件浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

船長は、釣りに出掛ける際、事前に海図等により水路調査を行って

いなかったこと、及びふだんよりも高島側に近寄って航行する際、本

船のＧＰＳプロッターの画面表示を広域表示から詳細表示に切り替え

なかったことから、水面下の本件浅所の存在に気付かなかったものと

考えられる。 

原因  本事故は、本船が、本件海域を北東進中、船長が、本件海域の幅が

約３００ｍあり、ふだんよりも高島側に近寄っても本件海域を安全に

航行できると思い、本件浅所の拡延状況を把握せずに高島側に近寄っ

て航行したため、本件浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・小型船舶の船長は、航行する海域の海図を備えた上で、事前に海

図等で航行する海域の浅所等の状況を調査しておくこと。 

・小型船舶の船長は、慣れた海域であっても、島側に近寄るなどふ

だんと異なる海域を航行する場合、ＧＰＳプロッターの画面表示

を広域表示から詳細表示に切り替えるなど、浅所の拡延状況を確

認しながら航行すること。 



 

 

付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

釣り船群 

事故発生場所 

（令和５年１１月２６日 

 １４時００分ごろ発生） 

本船 ふだんのコース 

本件浅所 


